
年金記録確認茨城地方第三者委員会（第３回） 議事要旨 

 

 

１．日 時 平成19年８月10日（金）15時から16時55分 

 

２．場 所 年金記録確認茨城地方第三者委員会事務室 委員会室 

 

３．出席者 

（委員会）杉下委員長、小野委員長代理、大貫委員、神長委員、北村委員 

（茨城行政評価事務所）伊藤所長 

 （事務室）藤原室次長、大内主任調査員ほか 

 （茨城社会保険事務局）兼子年金課長 

 

４．議題  

 (1) 受付件数、事案の転送状況 

(2) 申立事案の審議 

(3) 事務手続要領案等について 

(4) その他 

 

５．会議経過  

(1) 茨城社会保険事務局から、県内の社会保険事務所における年金記録確認茨城地方第三者委員会

への申立状況等について説明があった。 

 

(2) 茨城社会保険事務局から転送された事案４件について審議を行った。 

審議に当たっては申立事案それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状況等の関連資

料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、それらを総合的に考慮し申

立を認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回においても、引き続き、申立事案の審議を継続することとされた。 

 

(3) 年金記録確認茨城地方第三者委員会事務手続要領、年金記録確認茨城地方第三者委員会事務手

続細則及び税務関係資料の提供依頼に関する事務手続細則について、事務室から説明があり、こ

れらをいずれも原案どおり茨城地方第三者委員会で決定することとされた。 

 

(4)  次回は、８月24日（金）14時30分から開催することとなった。 

  

 

文 責 ： 事 務 室 

後日修正の可能性あり 



年金記録確認茨城地方第三者委員会（第４回） 議事要旨  

 

 

１．日 時 平成19年８月24日（金）14時40分から17時 

 

２．場 所 年金記録確認茨城地方第三者委員会事務室 委員会室 

 

３．出席者 

（委員会）杉下委員長、小野委員長代理、大貫委員、神長委員、北村委員 

（茨城行政評価事務所）伊藤所長 

 （事務室）藤原室次長、大内主任調査員ほか 

 

４．議題  

(1) 申立事案の審議 

(2) その他 

 

５．会議経過  

(1) 社会保険事務所での受付から当第三者委員会への転送に要する日数が「年金記録に係る申立て

に対するあっせんに関する受付等事務手続細則」に規定された日数を超えるものが多いため、同

要領を遵守するよう茨城社会保険事務局に申し入れることとされた。 

 

(2) 茨城社会保険事務局から転送された事案９件について審議を行った。 

審議に当たっては申立事案それぞれについて、申立期間の長さ、配偶者の納付状況等の関連資

料、周辺事情として、何が存在しこれらをどのように評価すべきか、それらを総合考慮し申立を

認めるべきかさらに調査すべき点があるか等について、議論が行われた。 

次回においても、引き続き、申立事案の審議及びあっせん案の審議を継続することとされた。 

 

(3)  次回は、９月４日（火）14時30分から開催することとなった。 

    また、併せて平成20年１月までの委員会開催日時が決定された。 

 

 

 

文 責 ： 事 務 室 

後日修正の可能性あり 
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